
沼田市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱施行要領

（趣旨）

第１条 この要領は、沼田市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱（平成

２９年告示第１６０号。以下「指導要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この要領において使用する用語は、指導要綱で使用する用語の例による。

（配慮すべき事項の基準）

第３条 指導要綱第４条第２項の別に定める基準は、別表のとおりとする。ただし、当該

基準を満たすための十分な措置が講じられていると市長が認めるときは、この限りでな

い。

（委員会）

第４条 指導要綱第６条に定める規定の例により、沼田市再生可能エネルギー発電設備設

置検討委員会の委員長は、都市建設部長の職にある者、副委員長は、都市計画課長の職

にある者とし、委員は、地域安全課長、企画政策課長、環境課長、産業振興課長、農林

課長、観光交流課長、建設課長、建築住宅課長、上下水道整備課長及び文化財保護課長

の職にある者をもって充てる。

附 則

この要領は、平成３０年１月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年４月１日から施行する。



別表（第３条関係）

配慮すべき事項 基準

指導要綱第４条第１項第１号 (1) 事業区域に絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）第

４条第２項に規定する希少野生動植物種の生息地

又は生育地の区域を含まないこと。

(2) 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、

当該伐採が発電設備の設置、事業区域への進入

路、排水施設等の設置のための必要最少限度の範

囲の伐採であること。

指導要綱第４条第１項第２号 (1) 再生可能エネルギー発電設備の高さ、形状等が

周辺景観との調和及び地域の特性に配慮し、全体

的に違和感のないものであること。

(2) 再生可能エネルギー発電設備の色彩は、周辺景

観との調和に配慮したものであること。

(3) 事業区域の面積の３パーセント以上の緑地等が

設けられていること。

(4) 事業区域が、国、県又は市が指定する文化財の

敷地又は区域の境界から１００メートル以上離れ

ていること。

指導要綱第４条第１項第３号 (1) 事業区域に水防法（昭和２４年法律第１９３

号）第１４条第１項の浸水想定区域を含まないこ

と。

(2) 事業区域に土砂災害特別警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第７条第１項の土砂災害警戒区域

及び同法第９条第１項の土砂災害特別警戒区域を

含まないこと。

(3) 事業区域において、切土、盛土等の造成を行う

場合は、当該造成が発電設備の設置、事業区域へ

の進入路、排水施設等の設置のための必要最少限

度の範囲のものであること。

指導要綱第４条第１項第４号 (1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除するこ

とができるよう必要な排水施設が設置されている

こと。雨水の流出量は、付表の基準を用い算定し

た計画雨水量とする。

(2) 排水施設の構造が下水道法施行令（昭和３４年

政令第１４７号）第８条第２号、第３号及び第８

号から第１０号までに掲げる基準を満たすもので

あること。



(3) 擁壁を設置する場合は、宅地造成等規制法施行

令（昭和３７年政令第１６号）第６条第１項に掲

げる基準を満たす方法で設置されていること。

(4) 下水道、排水路、河川、その他の排水施設の放

流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時

雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置され

ていること。貯留する調整池その他の施設につい

ては、付表の基準を用い算定した計画雨水量を３

０分間貯留できる容量とする。

指導要綱第４条第１項第５号 (1) 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽

光の反射が発生する角度に再生可能エネルギー発

電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置

その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられて

いること。

(2) 再生可能エネルギー発電設備から発生する騒音

及び臭気が事業区域の規制基準に適合しているこ

と。



付表

排 水 施 設 設 置 基 準

１ 計画雨水量の算定は、原則として次の式による。

１ ａ
Ｑ＝ Ｃ･Ｉ･Ａ （合理式） Ｉ＝ （タルボット式）

３６０ ｔ＋ｂ

Ｑ＝計画雨水量（ｍ3／sec） ａ＝6,500（定数）

Ｃ＝流出係数 ｂ＝ 40（定数）

Ｉ＝降雨強度（mm／hr） ｔ＝流達時間（10min以上とする。）

Ａ＝集水区域面積（ha）

※ 沼田市の降雨強度は、50mm／hrを用いることができる。

※ 流出係数は、次表により標準値を定め、加重平均して総合した流出係数を決定する。

工種別 係数 地域別 係数

不浸透性道路 0.95 建て込んだ住宅地区 0.70

アスファルト道路 0.90 田 0.70

透水性アスファルト道路 0.80 畑 0.60

砂利道 0.30 建て込んでない住宅地区 0.50

公園（広場） 0.25 公園（芝生）・牧場 0.30

山林地域 0.20

２ 排水施設の流下能力の算定は、原則として次のいずれかの式による。

(1) マニングの公式

１ 2/3 1/2
Ｖ＝ ･Ｒ ･Ｉ （ｍ／sec）

ｎ

Ｑ＝ Ａ･Ｖ （ｍ3／sec）

※ 流下能力の安全率は、管渠の場合１．５倍（７割断面）、開渠の場合１．２倍

（８割断面）以上とすること。



(2) クッター公式

１ 0.00155
23＋ ＋

ｎ Ｉ
Ｖ＝ ･ √(Ｒ･Ｉ)

0.00155 ｎ
1 ＋（ 23 ＋ ）･

Ｉ √Ｒ

Ｎ ・ Ｒ
＝ （ｍ／sec）
√Ｒ ＋ Ｄ

Ｑ＝ Ａ･Ｖ （ｍ3／sec）

１ 0.00155
Ｎ： （23＋ ＋ ）･ √Ｉ

ｎ Ｉ

0.00155
Ｄ： （23＋ ）･ ｎ

Ｉ

Ｖ＝流速（ｍ／sec） ｎ＝粗度係数

Ｑ＝流量（ｍ3／sec） Ｒ＝径深＝Ａ／Ｐ（ｍ）

Ａ＝流水断面積（ｍ2） Ｐ＝潤辺（ｍ） Ｉ＝勾配

ｎ：（粗度係数）＝ 硬質塩化ビニール管 0.010

鉄筋コンクリート管渠 0.013

コンクリート造り 0.016

石積ブロック 0.025

３ この基準に定めるもののほか、必要な基準は、群馬県県土整備部発行の都市計画法に

基づく開発許可制度の手引き等を用いることができる。


